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令和５年９月２２日(金)  １４：３０～ 
福岡生活衛生食品会館 本会事務局 

 
一般財団法人 福岡県学校安全振興会 

 

 



 

令和５年度 一般財団法人福岡県学校安全振興会 役員会 議事録 
 

 

日 時  令和５年９月２２日（金）１４：３０～ 

 

場  所  福岡生活衛生食品会館 ２Ｆ会議室 

 

＜出席者＞ 現在数 理事６名、監事３名のうち理事６名、監事２名出席  （敬称略） 

○理事  高田 毅   金子 政彦  白濱 克彦  森川 史代  渡嘉敷久志  平野 孝幸 

○監事  馬場 美穂  松下 志保  （欠席１名  後藤富士恵） 

 

   

＜役員会＞ 
   

１ 開会のことば（事務局） 

 

２ 理事長 挨拶 

 

３ 出席数確認 

 一般財団法人福岡県学校安全振興会定款第３５条に基づき役員会の成立を確認。 

       

４ 議長及び議事録署名人の選出 

 （1）議 長 

   一般財団法人福岡県学校安全振興会定款第３３条第３項に基づき、高田理事長が議長に就任する。 

 （2）議事録署名人 

   定款第３７条第２項により、議事録署名人として、理事長及び出席監事２名を選出する。 

 

５ 議 事 

 

第１号議案 普及充実事業「健康用品（寄贈品）」の選定 

○議  長 ： 事務局に説明を求める。 

 ●事務局 ： 前回の役員会で寄贈品は①ポータブルミスト扇風機②スポットクーラー③血圧計の順

で在庫及び予算を考慮して決議をされたが、①②は今季在庫なし。商品性能含めて再度ご

検討願いたい。 

 ◎Ａ理事 ： 熱中症対策の用品の台数確保が難しいようであれば、学校側の第２希望である血圧計

で良いのでは。 

 ◎Ｂ理事 ： スポットクーラーは学校では具体的にどこで使うのか。 

 ◎Ａ理事 ： 体育館や工業科のある学校では作業場など、排熱ができる場所に設置が考えられる。 

 ◎Ｃ理事 ： バレーコート３面の体育館に設置したが、大きいタイプ１台でその周辺がようやく涼

しく感じられるので、予算に合う小さいタイプだと実用的ではない。 

 ◎Ｄ理事 ： 福岡はこれからも命にかかわる熱中症対策は重要だが、予算など現実的に考えると血

圧計が良いのでは。 

 ○議 長 ： 血圧計は令和５・６年度に渡り寄贈とすれば６年度の予算は例年を下回る。余った予算

で消耗品を寄贈、もしくは７年度に予算を回して増額する。どちらが良いか。 

 



 

 ◎Ａ理事 ： 学校側は、消耗品は使用・管理等難しい。７年度の予算を増額して、健康用品の選択肢

が広がる方が良い。 

 ○議 長 ： 他に第１号議案について質問・意見を求める。質問・意見なし。 

○議 長 ： 第１号議案「健康用品（寄贈品）」については今年度、来年度の２年間で血圧計に決定、

令和６年２月、４月に寄贈とする。を承認で良いか。また、予算時に調整して、余剰金分

は７年度予算をあげる。を承認で良いか。 

        

全員承認。 

 

      

第２号議案 学校安全教育表彰団体の選定 

○議  長 ： 事務局に説明を求める。 

 ●事務局 ： 前回の役員会で選定された八幡中央高校の他、もう１校の表彰を予定していたが、現在

までに推薦書の提出はない。１１月末まで募集をかける。 

○議  長 ： 第２号議案について質問・意見等を求める。質問・意見なし。 

 ○議 長 ： 第２号議案「学校安全教育表彰団体」のもう１校は１１月末まで継続募集で、推薦があ

れば１２月役員会時に審議で良いか。 

      

全員承認。 

 

      

第３号議案 脱退返還金の見直しについて 

○議  長 ： 事務局に説明を求める。 

 ●事務局 ： 規程集・手引書のＰ.４９生徒等異動届にあるとおり、現在８３０円会費の生徒が７月

３１日までに脱退をする場合は未経過期間の掛金を返還しているが、別資料のとおり返

還にかかる事務手数料が掛金を上回ってきたため、返還金の見直しを行いたい。 

 ◎Ａ理事 ： 実際には安全振興会側の事務手数料とは別に、学校側も通信運搬費や事務作業に必要

な時間が費やされている。見直しがされ、返還金を無しとされれば、事務手数料・作業の

軽減と効率化が図れる。 

 ◎Ｂ理事 ： 規程に基づく見直しであり、特に問題ない。 

●事務局 ： 今回は、現共済規程に沿った見直しであり、定款・共済規程の変更はないため、評議員

会及び行政庁には報告を、各加入団体へは通知を行うこととなる。 

○議  長 ： 他に第３号議案について質問・意見等を求める。質問・意見なし。 

 ○議 長 ： 第３号議案「脱退返還金の見直し」は、現在の事務手数料が全ての中途脱退において未

経過期間の掛金を上回るため、令和６年４月１日より脱退返還金を無しとする。を承認で

良いか。 

 

全員承認。 

 

      

○議  長 ： その他、質問・意見がなく、今回の議案を全て承認したので、審議のご協力に感謝し

今後のご支援をお願いの上退任。 

 

以上をもって全議事を終了する。 



 

 

６ 報告事項 

１ 定款第２５条に基づく職務執行状況報告 

２ 共済金支給状況（月例監査 報告等） 

３ 県高Ｐ連「４地区研修会」来賓出席及び後援承認について 

 ４ 全国高等学校等安全互助会連絡協議会総会及び研究大会について 

５ 「ＰＴＡ・青少年教育団体共済法」第１８条に基づく令和４年度立入検査日程について 

６ 助成団体来賓出席について 

７ ホームページの写真について 

 以上の事項を、理事長及び事務局より役員へ報告。 

 

 

 

７ 閉会のことば（事務局）「各役員の協力をお願いし、また議事録署名をお願いして閉会。」 

以上決議を明確にするため議事録を作成し、議長並びに議事録署名人にて次に記名押印する。 

 

 

 

 

 

 

令和５年９月２２日    

一般財団法人 福岡県学校安全振興会   

 

 

議長（理事長）   

                                   

                             ㊞  

 

議事録署名人（監事） 

                                                         

                             ㊞  

 

議事録署名人（監事） 

                                                         

                             ㊞  

 


